
は
じ
め
に

江
戸
幕
府
に
お
い
て
、
大
老
職
は
最
高
の
地
位
に
あ
る
役
職
で
あ
る
が
、
そ
の
就

任
者
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
定
説
と
ま
で
至
っ
て
い
な
い
状
況
と
い
え
る
。
日

本
史
の
辞
書
・
事
典
類
に
は
、
大
老
一
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
辞
書
ご
と
に
説

が
異
な
る
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
国
政
を
担
う
最
高
の
地
位
で
あ
り
な
が

ら
、
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
説
が
併
存
す
る
も
の
は
、
他
に
例
を
見
な
い
の
で
は
な
い

か
。大

老
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
諸
説
が
あ
る
の
は
、
江
戸
幕
府
の
諸
制
度
が
整
備
さ
れ

た
と
さ
れ
る
寛
永
年
間
か
ら
元
禄
年
間
ま
で
の
人
物
で
あ
る
。
元
禄
十
年
（
一
六
九

七
）
に
大
老
職
と
な
っ
た
井
伊
直
興
以
降
は
そ
の
就
任
に
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
が

な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
前
の
人
物
を
大
老
と
称
す
べ
き
か
検
討
を
加
え
た
い
。

な
お
、
そ
の
検
討
対
象
と
な
る
人
物
を
本
稿
で
は
「
初
期
大
老
」
と
称
す
る
こ
と
と

す
る
。

江
戸
幕
府
の
政
治
組
織
に
つ
い
て
は
、
藤
井
讓
治
氏
に
よ
る
老
中
制
度
の
研
究q

を

は
じ
め
、
組
織
の
形
成
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
大
老
に
つ

い
て
は
、
高
橋
修
氏
が
老
中
奉
書
の
研
究
の
一
環
と
し
て
大
老
奉
書
を
文
書
論
的
に

分
析
す
る
中
か
ら
大
老
制
の
成
立
を
導
き
出
し
たw

以
外
、
職
務
の
実
態
か
ら
言
及
し

た
論
考
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
は
、「
柳
営
補
任
」
な
ど
の
補
任
史
料
や
、

「
徳
川
実
紀
」「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
と
い
っ
た
江
戸
時
代
後
期
の
編
纂
物
を
も
っ
て

役
職
就
任
と
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
初
期
幕
政
史
研
究
に
お
い

て
、
近
年
は
「
江
戸
幕
府
日
記
」（
右
筆
所
日
記
、
姫
路
酒
井
家
本
）
や
「
柳
営
日
次

記
」（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
と
い
っ
た
同
時
代
史
料
が
重
要
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
史
料
的
性
格
上
、
幕
府
内
部
に
お
け

る
政
務
の
実
態
、
特
に
決
定
の
あ
り
方
ま
で
は
記
さ
れ
な
い
た
め
、
具
体
的
な
職
務

内
容
・
権
限
ま
で
は
追
究
で
き
て
い
な
い
。
何
を
も
っ
て
大
老
と
す
る
か
さ
え
、
議

論
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。

と
く
に
初
期
大
老
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
同
時
代
に
お
い
て
大
老
と
い
う
役
職

名
が
確
定
し
て
い
な
い
う
え
、
後
世
に
確
立
し
た
「
大
老
職
」
を
基
準
と
し
て
初
期

の
幕
閣
の
中
に
大
老
に
該
当
す
る
人
物
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
を

も
っ
て
大
老
と
す
る
か
そ
の
定
義
が
充
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、

史
料
上
の
表
現
を
無
批
判
に
採
用
し
、
職
務
の
実
態
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
な
い
点

が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
か
か
る
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、
大
老
職
の
淵
源
と
し
て
ど

の
よ
う
な
人
物
お
よ
び
職
務
と
す
る
べ
き
か
、
実
態
を
示
す
こ
と
で
一
つ
の
見
方
を

提
示
し
た
い
。
な
お
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
初
期
大
老
に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
た

こ
と
が
あ
りe

、
本
稿
は
そ
れ
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
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一
　
大
老
諸
説
の
比
較

１
　
現
行
の
諸
説

現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
日
本
史
の
辞
書
・
便
覧
等
に
は
、「
江
戸
幕
府
大
老
就
任

者
」
一
覧
表
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
書
籍
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
示
さ
れ
て
い

る
。
美
和
信
夫
「
江
戸
幕
府
大
老
就
任
者
に
関
す
る
考
察
」r

で
は
、『
古
事
類
苑
』

（
明
治
三
十
八
年
）
か
ら
荒
居
英
次
編
『
日
本
近
世
史
研
究
入
門
』（
昭
和
四
十
九
年
）

ま
で
、
幅
広
い
年
代
の
辞
書
・
研
究
書
類
二
十
四
冊
を
比
較
し
て
、
各
書
で
大
老
職

と
す
る
人
物
を
一
覧
表
と
し
て
提
示
・
比
較
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
近
代
以
降
の
説

で
誰
を
大
老
と
見
な
し
て
き
た
か
、
そ
の
傾
向
を
読
み
と
る
デ
ー
タ
と
し
て
美
和
氏

の
作
業
を
活
用
す
る
。
表
１
│
１
で
は
、
美
和
氏
が
検
討
し
た
二
十
四
冊
の
う
ち
各

人
物
を
大
老
と
す
る
数
を
掲
げ
た
。
表
の
数
字
が
24
で
あ
れ
ば
美
和
氏
が
分
析
し
た

す
べ
て
の
書
籍
で
大
老
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
酒
井
忠
清
・
堀
田
正
俊
や
、
井
伊
直
興
以
降
の
井
伊
家
は
す
べ

て
の
書
籍
で
大
老
と
し
、
土
井
利
勝
や
酒
井
忠
勝
は
ほ
と
ん
ど
で
大
老
と
す
る
。
一

方
、
酒
井
忠
世
・
保
科
正
之
・
井
伊
直
澄
は
大
老
に
含
む
か
否
か
両
説
が
あ
る
こ
と

が
読
み
と
れ
る
。

次
に
、
近
年
編
纂
さ
れ
た
代
表
的
な
辞
書
類
三
点
を
取
り
上
げ
、
大
老
説
を
比
較

し
た
（
表
１
）。
各
書
の
作
成
方
針
・
典
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

表
１
│
２
　
国
史
大
辞
典
（
第
八
巻
　
一
九
八
七
年
　
吉
川
弘
文
館
）

本
文
項
目
美

和
信
夫
執
筆
、
大
老
一
覧
松
尾
美
恵
子
作
成

辞
書
項
目
の
本
文
で
は
、「
そ
れ
ま
で
老
中
で
あ
っ
た
土
井
利
勝
と
酒
井
忠
勝
の

両
名
が
瑣
細
の
職
掌
を
ゆ
る
さ
れ
て
大
政
を
担
う
地
位
に
の
ぼ
」
っ
た
の
が
大
老
の

始
期
で
、
実
質
的
に
の
ち
の
大
老
に
あ
た
る
と
す
る
。
ま
た
、
大
老
一
覧
表
で
は
、

近
世
前
半
期
の
採
用
基
準
と
し
て
、
美
和
信
夫
「
江
戸
幕
府
大
老
就
任
者
に
関
す
る

考
察
」（『
麗
沢
大
学
紀
要
二
六
』）
の
所
説
を
参
考
に
し
、
大
老
補
任
の
確
証
が
得
ら

れ
な
い
も
の
は
含
ま
な
い
、
と
そ
の
方
針
を
注
記
し
て
い
る
。
実
際
、
本
表
は
美
和

氏
前
掲
著
書
に
お
い
て
分
析
し
た
結
果
に
一
致
す
る
。
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1 美和信夫
　著書

2『国史大
　 辞典』

3『岩波日本史
　  辞典』

4『徳川幕府
　  事典』

酒井忠世 10 ○

土井利勝 22 ○ ○ ○

酒井忠勝 22 ○ ○ ○

保科正之 9

榊原忠次 1

阿部忠秋 1

酒井忠清 24 ○ ○ ○

井伊直澄 15 ○ ○

堀田正俊 24 ○ ○ ○

松平信之 記述なし ○

井伊直興 24 ○ ○ ○

柳沢吉保
12（別に大老

格５）
○ ○

井伊直興（直該） 24 ○ ○ ○

井伊直幸 24 ○ ○ ○

井伊直亮 24 ○ ○ ○

井伊直弼 24 ○ ○ ○

酒井忠績 24 ○ ○ ○

各書で大老とした人物に○を付した

１美和著書の数字については本文を参照のこと

表1 現行辞書等による大老就任者の説



表
１
│
３

岩
波
日
本
史
辞
典
（
一
九
九
九
年
　
岩
波
書
店
）

藤
井
讓
治
作
成

江
戸
幕
府
諸
職
表
の
一
項
と
し
て
「
老
中
・
大
老
」
が
あ
る
。
諸
職
表
全
体
の
典

拠
と
し
て
、「
柳
営
日
次
記
」（
内
閣
文
庫
蔵
）
の
記
載
を
も
と
に
作
成
し
、「
日
次
記
」

欠
落
部
分
は
別
系
統
の
「
江
戸
幕
府
日
記
」
で
補
い
、「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」「
徳
川

実
紀
」「
公
武
重
職
補
任
」、
ま
た
「
国
史
大
辞
典
」「
日
本
史
総
覧
」、
藤
井
讓
治

『
江
戸
幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
研
究
』
な
ど
を
参
照
し
た
、
と
あ
る
。
松
平
信
之

を
大
老
と
し
て
い
る
の
は
本
書
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
代
の
幕
府
日
記
の
記

載
を
典
拠
と
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

表
１
│
４
　
徳
川
幕
府
事
典
（
二
〇
〇
三
年
　
東
京
堂
出
版
）

須
田
肇
作
成
の
表
を

補
訂幕

府
役
職
就
任
者
一
覧
の
一
項
と
し
て
「
大
老
」
が
あ
る
。
一
覧
表
全
体
の
凡
例

に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
「
柳
営
補
任
」
を
底
本
と
し
、「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
・

「
徳
川
実
紀
」
な
ど
に
よ
り
異
同
等
を
照
合
し
た
、
と
あ
る
。
国
史
大
辞
典
で
は
確

証
が
得
ら
れ
な
い
も
の
は
除
外
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
本
書
は
幅
広
く
採
用

し
て
い
る
。

大
老
就
任
者
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
論
考
と
し
て
は
、
美
和
氏
前
掲
著
書
が
あ

る
。
先
行
の
説
を
比
較
し
、
ま
た
近
世
の
諸
役
人
任
免
記
類
（
補
任
史
料
）
を
収
集

し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
氏
の
論
で
は
、
大
老
の
名
称
が
な
く
、
制
度
化
さ
れ
る

以
前
の
人
物
の
う
ち
、
大
老
と
す
べ
き
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
①
老
中
よ
り
一
段
上
、

②
官
位
が
少
将
ま
た
は
中
将
で
、
侍
従
で
あ
る
老
中
と
は
区
別
さ
れ
る
、
③
た
だ
大

政
に
関
与
す
る
だ
け
の
立
場
で
は
な
く
、
老
中
と
同
じ
く
日
々
登
城
し
て
幕
政
全
般

に
あ
た
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
老
中
の
よ
う
な
細
務
は
免
除
さ
れ
て
い
る
、
の
三

点
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
③
に
つ
い
て
は
、
就
任
者
や
就
任
時
の
諸
事
情
に
よ
っ
て

大
老
の
権
限
に
軽
重
が
生
じ
て
い
る
、
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
導
き

出
し
た
の
は
『
柳
営
勤
役
録
』『
職
掌
録
』
と
い
っ
た
、
著
者
・
年
代
の
不
詳
な
史

料t

で
あ
り
、
条
件
設
定
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
言
い
が
た
い
。

２
　
近
世
の
補
任
史
料
に
よ
る
表
記

美
和
氏
の
論
考
で
は
、
近
世
の
補
任
史
料
を
集
め
、
大
老
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
の
分
析
も
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
筆
者
の
目
に
留
ま
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
補

任
史
料
類
の
多
く
は
老
中
よ
り
上
層
の
役
職
と
し
て
「
大
老
」
以
外
に
「
執
事
職
」

「
補
佐
」
な
ど
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
るy

。
現
在
、
大
老
と
見

な
す
説
の
あ
る
人
物
は
両
項
目
の
う
ち
「
大
老
」
・
「
執
事
職
」
の
い
ず
れ
か
に
含

ま
れ
る
。
現
在
で
は
「
大
老
」
か
否
か
を
検
討
し
て
い
る
が
、
同
時
代
の
補
任
史
料

の
認
識
で
は
、
一
つ
の
役
職
で
は
な
く
別
の
二
系
統
の
立
場
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ

た
。
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柳営補任 諸役人系図

井伊直政 執事職 権現様御先手三人衆

本多忠勝 執事職 権現様御先手三人衆

榊原康政 執事職 権現様御先手三人衆

井伊直孝 執事職 大老Ａ

松平清匡（忠明）執事職 大老Ａ

保科正之 執事職 大老Ａ

井伊直澄 執事職 大老Ａ

榊原忠次 執事職 大老Ａ

井伊直興 執事職 大老Ａ

酒井忠世 元老 大老Ｂ

土井利勝 元老

酒井忠勝 元老 大老Ｂ

酒井忠清 元老 大老Ｂ

堀田正俊 元老 大老Ｂ

柳沢吉保 元老

井伊直幸 元老

井伊直亮 元老

井伊直弼 元老

酒井忠績 元老

「諸役人系図」で２区分される大老を、大老Ａ・大老Ｂと表記した

表2 江戸時代補任史料による役職区分



そ
こ
で
次
に
、
代
表
的
な
補
任
史
料
に
よ
り
、
そ
の
人
物
表
記
を
確
認
す
る
。

表
２
│
１
　
柳
営
補
任
（『
大
日
本
近
世
史
料
』
東
京
大
学
出
版
会
）

補
任
史
料
の
う
ち
、
幕
末
ま
で
の
デ
ー
タ
が
揃
い
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
よ
く
使
わ
れ
る
代
表
的
な
史
料
で
あ
る
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
幕
臣

の
根
岸
衛
奮
が
編
纂
に
着
手
し
て
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
完
成
、
そ
の
後
加

筆
訂
正
さ
れ
、
幕
末
ま
で
の
デ
ー
タ
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
よ
り
、
①
執
事
職
、

②
元
老
（
大
老
）、
③
御
政
事
総
裁
職
、
④
奉
書
連
判
（
老
中
）
と
続
く
。（

）
内
は

目
次
に
お
け
る
表
記
で
あ
り
、
②
に
つ
い
て
は
本
文
の
項
目
は
「
元
老
」
と
あ
る
。

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
執
事
職
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
徳
川
家
康
の
宿
老
で

あ
っ
た
井
伊
直
政
・
本
多
忠
勝
・
榊
原
康
政
の
三
名
や
、
井
伊
直
孝
・
松
平
清
匡

（
の
ち
忠
明
）
・
保
科
正
之
・
井
伊
直
澄
・
榊
原
忠
次
・
井
伊
直
興
の
名
が
列
記
さ
れ

る
。
①
と
②
を
比
較
す
る
と
、
年
代
的
に
は
重
複
し
て
い
る
時
期
が
あ
り
、
①
に
は

す
べ
て
で
大
老
と
見
な
し
て
い
る
井
伊
直
興
や
、
そ
の
先
代
で
大
老
と
見
な
す
説
も

あ
る
井
伊
直
澄
が
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
行
の
説
で
「
柳
営
補
任
」
を
参
照
し
て

い
る
と
す
る
も
の
も
、
同
書
の
元
老
（
大
老
）
項
だ
け
で
な
く
、
別
の
「
執
事
職
」

項
の
一
部
も
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

表
２
│
２
　
諸
役
人
系
図
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
　
請
求
記
号
四
三
四
三
│
五
）

本
史
料
は
、
記
載
内
容
の
下
限
が
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
で
あ
り
、
こ
の
年

か
ら
隔
た
っ
て
い
な
い
元
禄
末
年
か
ら
宝
永
初
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
同
系
統
の
幕
府
補
任
類
の
う
ち
、
現
存
す
る
中
で
は
最
も
早
く
に
成
立
し
た
も

の
と
さ
れ
、
小
宮
木
代
良
氏
に
よ
る
と
、
表
紙
の
記
載
な
ど
か
ら
見
て
、
本
史
料
は

幕
府
右
筆
所
日
記
を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
うu

。
右
筆
所
内
に
保
管
さ
れ
た
こ

の
日
記
を
参
照
し
て
補
任
史
料
を
編
纂
し
た
の
は
幕
府
右
筆
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
、
こ
の
内
容
は
作
成
当
時
の
幕
府
中
枢
に
お
け
る
認
識
と
み
な
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
「
大
老
」
項
目
が
立
て
ら
れ
、
井
伊
直
孝
・
松

平
清
匡
・
保
科
正
之
・
井
伊
直
澄
・
榊
原
忠
次
・
井
伊
直
興
が
同
一
丁
に
列
記
さ
れ

て
い
る
。
つ
い
で
次
丁
に
、
酒
井
忠
世
・
酒
井
忠
勝
ら
四
名
が
列
記
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
井
伊
直
政
ら
三
名
は
本
系
図
で
は
「
大
老
」
項
の
次
に
「
権
現
様
御
先
手
三
人

衆
」
と
い
う
別
項
目
で
列
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
柳
営
補
任
」
と
は
項
目
の

名
称
は
異
な
る
が
、
実
質
的
に
同
様
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
を
し
て
い
る
。

以
上
、
江
戸
時
代
の
補
任
史
料
の
表
記
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
大
老
の
淵
源
と
も

言
え
る
役
職
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
認
識
で
は
、「
執
事
」「
補
佐
」
な
ど
と
も
称
さ

れ
る
井
伊
直
孝
か
ら
井
伊
直
興
ま
で
の
六
名
と
、「
元
老
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
酒
井

忠
世
・
酒
井
忠
勝
以
下
と
い
う
二
系
統
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
明
ら
か
に
別
系
統
と
認
識
さ
れ
て
い
た
役
職
が
存
在
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
現
在
の
辞
書
類
で
は
一
つ
の
「
大
老
」
と
い
う
名
称
に
当
て
は
ま
る
か

否
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
問
題
に
す
る
べ
き
は
「
大
老
」
と
い
う
文
言

で
は
な
く
、
そ
の
職
務
内
容
で
あ
る
。
初
期
幕
政
に
お
い
て
は
、
徳
川
家
臣
そ
れ
ぞ

れ
が
職
務
を
担
い
、
そ
の
役
割
が
次
世
代
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
職
」
が

成
立
し
て
き
た
。
江
戸
時
代
の
認
識
に
立
ち
返
り
、
老
中
よ
り
上
層
の
職
務
と
し
て

二
系
統
が
あ
っ
た
と
認
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
を
分
析
す

る
こ
と
こ
そ
、
初
期
大
老
を
考
え
る
方
策
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

３
　
二
系
統
の
「
大
老
」

前
節
で
導
き
出
し
た
二
系
統
の
職
務
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
補
任
史
料
の
表
記
を

も
と
に
、
こ
こ
で
は
「
執
事
系
大
老
」
と
「
元
老
系
大
老
」
と
表
記
し
、
そ
の
人
物

に
つ
い
て
概
観
す
る
。

①
　
執
事
系
大
老

寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
正
月
、
大
御
所
徳
川
秀
忠
は
遺
言
で
、
井
伊
直
孝
と
松

平
忠
明
の
両
名
に
将
軍
家
光
の
政
務
を
補
佐
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
の
役
割
は
、

「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
の
井
伊
直
孝
項
で
は
「
政
事
に
あ
づ
か
り
」
と
表
記
さ
れ
て
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い
る
。
藤
井
讓
治
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
政
務
参
与
と
し
て
の
立
場
は
、
軍
事
力
を
背

景
に
、「
年
寄
連
署
奉
書
に
は
加
判
し
な
い
が
、
各
種
の
申
渡
し
挨
拶
な
ど
の
場
で
、

幕
府
年
寄
衆
の
一
角
を
構
成
し
、
か
つ
第
一
グ
ル
ー
プ
（
酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
・
酒

井
忠
勝
、
筆
者
注
）
以
下
の
年
寄
衆
よ
り
上
位
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
るi

。

井
伊
直
孝
は
、
近
江
彦
根
藩
主
で
、
寛
永
九
年
当
時
、
譜
代
筆
頭
の
二
十
五
万
石

を
領
し
て
い
た
。
一
方
の
松
平
忠
明
は
、
大
和
郡
山
藩
主
で
当
時
十
二
万
石
。
徳
川

家
康
の
外
孫
に
あ
た
り
、
家
康
の
養
子
と
な
り
一
家
を
立
て
、
大
坂
落
城
後
に
大
坂

城
を
拝
領
し
た
。
両
家
と
も
、
家
康
の
命
令
で
組
織
さ
れ
た
有
力
部
隊
で
あ
り
、
要

衝
の
地
を
城
地
と
し
て
い
る
。
直
孝
・
忠
明
と
も
、
秀
忠
没
後
に
家
光
の
政
務
を
補

佐
し
た
が
、
そ
の
後
忠
明
は
病
気
に
よ
り
江
戸
を
離
れ
、
政
務
参
与
と
し
て
の
役
割

は
直
孝
よ
り
低
く
な
っ
た
。
儀
礼
の
場
で
は
、
両
者
が
並
ん
で
列
座
し
て
お
り
、
格

式
と
し
て
は
同
待
遇
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、
彼
ら
の
立
場
を
継
承
し
た
の
は
保
科
正
之
で
あ
る
。
正
之
は
二
代
将
軍

徳
川
秀
忠
の
庶
子
で
、
血
統
的
に
は
将
軍
家
の
一
門
で
あ
る
が
、
保
科
家
の
養
子
と

な
り
、
会
津
若
松
二
十
三
万
石
と
い
う
奥
州
の
要
衝
の
地
を
領
し
て
お
り
、
彼
も
徳

川
の
武
威
を
支
え
る
家
柄
と
言
え
る
。「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」（
同
人
項
）
や
「
徳
川

実
紀
」（
慶
安
四
年
四
月
二
〇
日
条
）
に
よ
る
と
、
家
光
死
去
の
日
よ
り
、
家
綱
の
座

所
で
あ
る
西
之
丸
に
の
ぼ
り
、
そ
の
政
務
を
補
佐
し
た
と
す
る
。
家
光
生
前
の
正
保

二
年
（
一
六
四
五
）、
将
軍
世
子
家
綱
の
元
服
式
で
直
孝
は
加
冠
役
・
正
之
は
理
髪
役

と
い
っ
た
重
臣
の
役
を
務
め
る
な
ど
の
例
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
将
軍
補
佐
を
命

じ
ら
れ
る
以
前
よ
り
直
孝
の
立
場
を
継
承
す
る
人
物
と
目
さ
れ
て
い
た
。
家
光
よ
り

次
世
代
の
政
務
補
佐
を
命
じ
ら
れ
た
の
も
、
先
代
に
お
い
て
直
孝
が
拝
命
し
た
の
と

同
一
の
職
務
と
い
え
る
。

次
に
同
役
を
継
承
し
た
の
は
榊
原
忠
次
で
あ
る
。
彼
は
榊
原
康
政
の
孫
で
、「
徳

川
の
先
鋒
」
に
象
徴
さ
れ
る
康
政
の
立
場
を
継
承
し
、
姫
路
藩
主
十
五
万
石
。
寛
文

三
年
（
一
六
六
三
）
二
月
五
日
「
今
よ
り
の
ち
時
々
御
側
に
伺
候
し
、
政
務
の
こ
と

も
存
ず
る
む
ね
あ
ら
ば
、
保
科
肥
後
守
正
之
と
相
議
し
、
老
臣
等
と
謀
る
べ
き
」
と

命
じ
ら
れ
る
（
寛
政
重
修
諸
家
譜
）。
つ
ま
り
、
保
科
正
之
の
政
務
補
佐
と
同
格
と
考

え
ら
れ
る
。

井
伊
直
澄
は
、
井
伊
直
孝
の
四
男
で
直
孝
の
死
に
よ
り
井
伊
家
当
主
の
座
を
継
承

し
た
。
そ
の
後
、
寛
文
八
年
十
一
月
十
九
日
に
「
御
表
方
御
挨
拶
、
其
上
大
成
御
用

有
之
時
分
何
も
ニ
相
加
、
御
用
を
も
弁
候
様
ニ
仕
、
先
掃
部
仕
来
候
通
ニ
相
心
得
候

様
ニ
」
と
将
軍
家
綱
の
上
意
が
下
さ
れ
て
お
りo

、
従
来
は
こ
れ
を
も
っ
て
直
澄
の
大

老
就
任
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
拝
命
内
容
を
確
認
す
る
と
、「
先
掃
部
」

つ
ま
り
直
孝
が
勤
め
て
き
た
役
割
を
継
承
す
る
よ
う
に
と
の
意
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ

の
役
割
と
は
「
御
表
方
御
挨
拶
」
と
「
大
成
御
用
」
あ
る
時
に
老
中
ら
の
合
議
に
加

わ
る
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
彼
ら
の
立
場
や
任
命
時
の
表
記
な
ど
か
ら
見
て
、
井
伊
直
孝
・
松
平
忠
明

か
ら
保
科
正
之
・
榊
原
忠
次
・
井
伊
直
澄
へ
と
同
様
の
役
割
が
代
々
継
承
さ
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
次
の
井
伊
直
興
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
は
複
雑
で
あ
る
。
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
六
月
十
三
日
、
井
伊
直
興
は
大
老
職
に
就
い
た
。「
柳
営
日
次
記
」!0

同

日
条
で
は
井
伊
直
興
が
「
於
御
前
大
老
職
被
仰
付
」
と
す
る
。
ま
た
、
同
時
に
大
老

も
老
中
と
同
様
な
形
で
奉
書
を
発
給
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
老
中
と
同

様
の
「
職
」
と
し
て
大
老
職
が
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る!1

。
し
か
し
一
方
で
、
井

伊
家
で
は
直
興
の
大
老
就
任
は
直
孝
・
直
澄
以
来
の
役
割
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る

と
自
己
主
張
し
て
い
る
。
元
禄
十
年
、
井
伊
直
興
は
父
祖
の
徳
川
家
に
対
す
る
奉
公

を
五
冊
に
ま
と
め
た
「
御
覚
書
」!2

を
柳
沢
吉
保
に
提
出
し
た
。
こ
こ
に
は
、「
大
老

御
役
儀
ハ
及
承
候
躰
御
当
家
ニ
而
直
政
・
直
孝
・
直
澄
三
代
、
拙
者
四
代
、
外
ニ
保

科
肥
後
守
・
松
平
式
部
大
輔
被
仰
付
候
由
、
其
外
に
は
不
及
承
候
」
と
あ
り
、
執
事

系
大
老
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
役
職
を
直
興
が
受
け
継
ぐ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

意
識
的
に
は
継
承
を
強
調
し
な
が
ら
、
実
態
で
は
老
中
並
の
行
為
を
求
め
ら
れ
る
と
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い
う
乖
離
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
権
力
構
造
と
の
か
か
わ
り
が
指
摘
で
き

よ
う
。
当
時
、
柳
沢
吉
保
の
側
用
人
政
治
の
時
期
に
あ
た
り
、
前
代
と
は
将
軍
と
老

中
の
関
係
も
変
質
し
て
い
た
。
か
か
る
状
況
に
お
い
て
、
側
用
人
・
老
中
と
は
別
の

「
第
三
の
ポ
ス
ト
」
に
井
伊
家
が
就
く
こ
と
に
よ
り
、
権
力
の
均
衡
化
を
は
か
ろ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
代
々
務
め
て
き
た
「
執
事
系
大
老
」

と
は
そ
の
役
割
が
変
質
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
直
興
さ
ら
に
そ
の
後
の
大
老
職
に

つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

②
　
元
老
系
大
老

「
大
老
」
の
始
ま
り
は
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、

利
勝
・
忠
勝
が
老
中
を
免
じ
ら
れ
た
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
十
一
月
七
日
の

「
徳
川
実
紀
」
の
「
こ
れ
今
の
世
に
い
ふ
大
老
な
り
」
と
い
う
記
述
な
ど
に
基
づ
く

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
小
宮
木
代
良
氏
に
よ
る
と
、「
徳
川
実
紀
」
の
表
記
は
そ

の
成
立
し
た
十
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
政
治
意
識
に
そ
っ
た
書
き
換
え
が
さ
れ
て
お

り
、
史
料
批
判
が
必
要
と
の
こ
と
で
あ
り!3

、
本
件
も
こ
の
提
唱
に
あ
て
は
ま
る
で
あ

ろ
う
。
土
井
・
酒
井
の
大
老
就
任
に
関
す
る
表
記
は
、「
徳
川
実
紀
」
編
者
の
主
観

で
あ
り
、
そ
の
職
務
の
実
態
に
基
づ
い
て
、「
大
老
」
と
の
関
係
を
論
じ
る
必
要
が

あ
る
。

こ
の
時
土
井
・
酒
井
に
命
じ
ら
れ
た
職
務
内
容
は
、「
細
成
御
用
」
は
免
除
さ
れ

て
、
出
仕
日
は
月
次
登
城
日
（
毎
月
朔
日
・
十
五
日
・
二
十
八
日
）
の
み
で
よ
く
、
そ

の
扱
う
政
務
の
内
容
は
「
禁
中
方
」「
大
成
御
用
」
と
な
っ
た!4

。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ

る
案
件
を
処
理
す
る
繁
多
な
職
を
退
き
、
老
中
職
の
う
ち
重
要
事
の
み
を
扱
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
酒
井
忠
清
、
堀
田
正
俊
も
老
中
と
し
て
政
務

を
執
っ
た
後
、
加
判
を
免
除
さ
れ
て
「
大
老
」
と
な
っ
て
い
る
。
忠
清
・
堀
田
の
時

期
は
将
軍
家
綱
が
政
治
を
主
導
せ
ず
、
実
質
的
に
彼
ら
を
中
心
と
し
て
政
務
運
営
を

計
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
老
中
の
視
点
か
ら
政
務
を
執
る
が
、「
小
事
」
は
免
除
さ
れ
た
の
が
こ
の

「
元
老
系
大
老
」
と
い
え
よ
う
。
彼
ら
は
、
老
中
よ
り
上
位
に
位
置
し
て
お
り
、
そ

の
点
を
重
視
し
た
が
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
大
老
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
前
述
し
た

「
執
事
系
大
老
」
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
り
、
同
一
の
役
職
名
を
付
す
こ
と
は
で
き

な
い
。

以
上
よ
り
、
寛
永
期
か
ら
元
禄
期
頃
ま
で
は
、
老
中
よ
り
上
位
に
位
置
し
、「
大

老
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
権
力
と
し
て
二
系
統
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
そ
の
う
ち
「
執
事
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
役
は
、
徳
川
秀
忠
か
ら
の
遺
言
で
井
伊

直
孝
ら
が
将
軍
家
光
の
政
務
を
後
見
し
た
こ
と
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
井
伊
直
孝
ら
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
、
一
例
を
挙
げ
て
見
て
い
き
た

い
。

二
　
「
執
事
系
大
老
」
の
役
割

寛
永
十
年
代
の
幕
閣
に
お
け
る
職
務
権
限
の
相
違
を
具
体
的
に
見
る
た
め
、
寛
永

十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
柳
川
一
件
お
よ
び
そ
の
後
の
朝
鮮
通
信
使
来
聘
を
取
り
上

げ
る
。
こ
れ
は
、
隣
国
と
の
外
交
関
係
に
お
い
て
幕
府
の
大
局
的
な
方
針
が
決
定
さ

れ
た
案
件
で
あ
り
、
文
書
の
や
り
と
り
・
交
渉
の
経
過
と
い
っ
た
幕
政
担
当
者
の
具

体
的
な
対
応
が
記
録
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
。
対
馬
藩
主
宗
氏
の
家
中
で
作
成
さ
れ
た

「
朝
鮮
信
使
記
録
」
で
あ
る!5

。
こ
の
記
録
は
当
該
期
に
お
け
る
幕
閣
内
で
の
政
務
決

定
過
程
が
具
体
的
に
判
明
す
る
貴
重
な
事
例
と
い
え
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
基

づ
い
て
、
幕
閣
内
の
立
場
・
職
務
内
容
の
違
い
を
示
し
た
い
。

①
柳
川
一
件
の
尋
問

寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）、
対
馬
藩
主
宗
氏
と
そ
の
重
臣
柳
川
氏
の
間
で
お
こ
っ

た
御
家
騒
動
が
、
国
書
改
ざ
ん
を
幕
府
へ
暴
露
す
る
事
件
へ
と
発
展
す
る
。
幕
府
で

は
、
寛
永
十
一
年
の
将
軍
家
光
上
洛
が
済
ん
だ
同
年
十
月
頃
よ
り
、
関
係
者
の
尋
問
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を
開
始
し
た
。
こ
こ
で
、
尋
問
を
主
導
し
た
の
は
老
中
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
・
松

平
信
綱
で
あ
る
。
こ
の
尋
問
は
、
土
井
利
勝
の
屋
敷
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
尋

問
に
は
彼
ら
の
他
、
老
中
阿
部
忠
秋
、
大
目
付
柳
生
宗
矩
、
江
戸
町
奉
行
加
々
爪
忠

澄
・
堀
直
之
ら
も
列
席
し
て
い
る
。

翌
寛
永
十
二
年
二
月
に
は
、
対
馬
よ
り
事
件
関
係
者
が
江
戸
に
召
し
出
さ
れ
、
同

月
二
十
五
日
よ
り
土
井
利
勝
屋
敷
で
彼
ら
の
尋
問
が
あ
り
、
そ
の
後
老
中
ら
が
酒
井

忠
勝
や
松
平
信
綱
の
屋
敷
に
集
ま
り
審
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
月
十
一
日
、
江
戸

城
本
丸
大
広
間
に
お
い
て
、
将
軍
家
光
の
御
前
で
両
者
の
対
決
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ

で
の
座
席
図
が
伝
わ
っ
て
い
る!6

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
段
奥
に
座
す
る
将
軍
家
光

の
左
右
に
は
、
老
中
堀
田
正
盛
・
阿
部
忠
秋
ら
が
い
る
。
審
理
を
受
け
る
宗
義
成
と

柳
川
調
興
の
脇
に
は
、
老
中
酒
井
忠
勝
・
松
平
信
綱
が
そ
れ
ぞ
れ
取
次
役
と
し
て
着

座
す
る
。
ま
た
、
こ
の
場
に
は
御
三
家
・
国
持
大
名
を
は
じ
め
諸
大
名
・
旗
本
ら
が

中
段
・
下
段
の
右
脇
か
ら
二
の
間
に
か
け
て
列
座
し
、
そ
れ
と
対
面
す
る
よ
う
に
左

脇
に
は
幕
府
関
係
者
が
着
座
し
た
。
幕
府
関
係
者
の
着
座
す
る
左
脇
の
う
ち
、
最
も

将
軍
に
近
い
位
置
に
座
し
た
の
が
井
伊
直
孝
・
松
平
忠
明
・
土
井
利
勝
で
あ
っ
た
。

こ
の
三
名
に
は
将
軍
の
上
意
を
宗
義
成
へ
申
し
渡
す
役
割
が
あ
り
、
義
成
が
出
座
し

て
く
る
と
、
三
名
は
義
成
の
座
す
る
下
段
近
く
に
着
座
位
置
を
平
行
移
動
し
て
い

る
。本

件
の
過
程
を
見
る
と
、
事
実
関
係
を
調
査
し
、
関
係
者
を
聴
取
す
る
と
い
う
実

務
的
な
行
為
は
老
中
が
主
導
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

将
軍
御
前
審
理
の
場
で
は
、
老
中
以
外
に
将
軍
に
近
い
幕
閣
と
し
て
井
伊
直
孝
・
松

平
忠
明
が
登
場
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
見
る
と
、
こ
の
両
名
は
審
理
に
関
与

し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
尋
問
を
受
け
る
側
で
あ
る

宗
氏
の
記
録
に
は
登
場
し
な
い
部
分
で
、
直
孝
ら
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。実

は
、
こ
の
審
議
に
お
い
て
、
家
光
は
直
孝
を
頼
り
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

一
通
の
書
状
が
残
っ
て
い
る!7

。
直
孝
は
、
寛
永
十
一
年
八
月
に
暇
を
得
て
彦
根
に
戻

っ
た
後
、
一
通
の
書
状
を
家
光
か
ら
受
け
取
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
今
年
来
年
之
内

ニ
大
キ
成
仕
置
共
候
間
、
其
方
も
暮
に
被
下
候
様
ニ
と
云
候
ヘ
共
、
万
事
談
合
す
へ

く
候
間
、
霜
月
之
末
、
極
月
之
始
時
分
、
少
云
候
よ
り
は
や
く
可
被
罷
下
候
」
と
あ

り
、「
大
キ
成
仕
置
」
の
談
合
を
す
る
の
で
、
暇
の
際
に
伝
え
た
よ
り
早
く
、
十
一

月
末
か
ら
十
二
月
初
旬
頃
に
参
府
す
る
よ
う
に
、
と
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う

「
大
き
な
る
仕
置
」
と
は
、
当
時
の
幕
府
に
お
け
る
重
大
事
件
を
見
渡
し
て
も
、
同

年
十
月
か
ら
審
理
の
始
ま
っ
た
本
件
で
あ
る
と
容
易
に
推
定
で
き
る
。

こ
こ
で
の
老
中
と
の
役
割
の
区
分
は
明
確
で
あ
る
。
老
中
は
証
拠
資
料
を
収
集
し

て
将
軍
に
提
示
す
る
と
い
う
行
政
的
な
実
務
を
担
っ
て
い
る
。
老
中
が
収
集
し
た
資

料
に
基
づ
い
て
将
軍
が
裁
定
を
下
す
が
、
将
軍
が
裁
断
す
る
に
あ
た
り
「
談
合
」
す

な
わ
ち
相
談
・
助
言
す
る
の
が
直
孝
の
役
割
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
直
孝
ら

の
役
割
は
「
将
軍
後
見
」「
政
務
参
与
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
実
態

は
幕
府
内
で
の
審
理
へ
の
参
与
と
い
え
る
。
特
に
本
件
は
将
軍
家
光
の
御
前
で
尋
問

が
行
わ
れ
て
お
り
、
家
光
を
中
心
に
審
議
が
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、
将
軍
自
身

が
決
断
を
下
す
が
、
将
軍
の
相
談
役
と
な
っ
た
の
が
直
孝
ら
な
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
家
光
の
時
代
に
は
将
軍
権
威
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
将
軍
の
発
言
や
行

為
そ
の
も
の
が
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
幕
府
儀
礼
・
行
事
に
お
い
て
将
軍
自
身

が
言
葉
を
発
す
る
機
会
は
限
ら
れ
、
発
し
た
場
合
は
名
誉
な
こ
と
と
価
値
づ
け
さ
れ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
御
前
尋
問
の
場
で
将
軍
の
意
志
は
そ
の
重
臣
で
あ
る
直
孝
・
松
平

忠
明
と
老
中
土
井
利
勝
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
公
式
な
場
で

将
軍
の
意
を
伝
達
す
る
幕
閣
の
筆
頭
と
し
て
列
座
し
て
い
る
。

②
直
孝
を
頼
る
宗
義
成

柳
川
一
件
は
、
将
軍
御
前
尋
問
の
後
、
宗
氏
側
の
勝
利
と
い
う
決
断
が
下
さ
れ
た
。

そ
の
根
拠
は
、
本
稿
の
趣
旨
と
異
な
る
た
め
触
れ
な
い
が
、
田
代
和
生
氏!8

に
よ
る
と
、

869

一
三
三

江
戸
幕
府
初
期
大
老
と
井
伊
直
孝
の
役
割



宗
氏
側
に
つ
い
た
の
は
井
伊
直
孝
・
松
平
信
綱
で
、
土
井
利
勝
・
酒
井
忠
勝
や
林
羅

山
ら
は
柳
川
方
に
つ
き
、
こ
の
一
件
で
勝
利
し
た
宗
氏
に
対
し
て
敵
意
を
あ
ら
わ
に

し
た
と
い
う
。
田
代
氏
は
当
事
者
で
は
な
く
朝
鮮
側
の
記
録
に
基
づ
い
て
こ
の
よ
う

に
導
い
て
い
る
が
、
宗
氏
の
記
録
で
も
そ
の
傾
向
は
見
ら
れ
る
。

柳
川
一
件
の
裁
定
後
ま
も
な
く
、
朝
鮮
よ
り
馬
芸
者
で
あ
る
「
馬
上
才
」
が
江
戸

に
到
着
し
た
。
こ
れ
は
、
一
件
が
問
題
と
な
る
以
前
よ
り
朝
鮮
へ
派
遣
を
依
頼
し
て

い
た
件
で
あ
る
が
、
宗
氏
に
と
っ
て
は
、
一
件
落
着
後
は
じ
め
て
と
な
る
朝
鮮
関
係

の
御
用
で
あ
り
、
本
件
の
進
め
方
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
い
、
幕
府
老
中
へ
指

図
を
仰
い
で
進
め
よ
う
と
し
た
。
四
月
十
一
日
、
宗
義
成
は
老
中
酒
井
忠
勝
宅
へ
行

き
、
数
件
の
問
い
合
わ
せ
を
す
る
。
そ
の
中
の
一
つ
、
柳
川
一
件
で
停
止
さ
れ
て
い

た
朝
鮮
へ
の
渡
航
を
再
開
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
酒
井
の
回
答
は
、

土
井
利
勝
・
松
平
信
綱
と
い
っ
た
別
の
老
中
へ
申
し
上
げ
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
他
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
同
様
の
躰
で
あ
り
、
翌
日
、
土
井
利
勝
宅

へ
行
っ
て
同
様
の
申
し
出
を
し
た
が
、「
各
中
へ
御
尋
被
成
可
然
存
候
」
と
、
土
井

は
判
断
を
下
さ
ず
、
他
の
老
中
ら
の
意
見
が
必
要
と
の
意
を
伝
え
る
に
留
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
両
老
中
の
回
答
は
要
領
を
得
な
い
た
め
、
義
成
は
さ
ら
に
翌
十
三
日
、

井
伊
直
孝
宅
を
訪
問
し
、
土
井
・
酒
井
へ
問
い
合
わ
せ
を
し
た
旨
を
伝
え
た
。
直
孝

の
回
答
は
、「
大
炊
頭
殿
・
讃
岐
守
殿
よ
り
可
被
達
上
聞
候
間
、
近
日
御
差
図
可
被

仰
付
与
存
候
、
若
も
衆
議
ニ
及
候
ハ
ヽ
委
曲
申
談
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
義
成

が
先
に
土
井
・
酒
井
に
窺
っ
た
件
は
、
将
軍
の
耳
に
達
す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
近
日
指

図
が
あ
る
だ
ろ
う
、
も
し
「
衆
議
」
に
諮
ら
れ
た
な
ら
ば
、
直
孝
が
詳
し
く
申
す
と

い
う
意
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
直
孝
の
発
言
か
ら
は
、
彼
の
幕
閣
内
で
の
立
場
が
読
み
と
れ
る
。
案

件
を
将
軍
へ
諮
り
そ
れ
を
大
名
へ
命
じ
る
の
は
老
中
の
役
割
で
あ
り
、「
衆
議
」
に

及
ぶ
、
す
な
わ
ち
本
件
が
幕
閣
会
議
で
議
論
さ
れ
れ
ば
直
孝
は
そ
こ
に
出
席
し
て
発

言
す
る
立
場
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
直
孝
と
し
て
は
、
自
分
の
立
場
上
可
能
な
こ
と
し
か
返
答
で
き
な
い
。

義
成
が
正
式
な
交
渉
ル
ー
ト
で
は
な
い
直
孝
を
頼
っ
た
の
は
、
本
来
の
窓
口
で
あ
る

酒
井
・
土
井
が
義
成
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を
正
当
に
受
理
せ
ず
、「
た
ら
い
回
し
」

の
よ
う
な
非
協
力
的
な
態
度
に
出
た
た
め
、
義
成
は
み
ず
か
ら
の
意
図
が
幕
閣
・
将

軍
へ
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
義
成
が
前
日
に
老
中

へ
願
い
出
た
内
容
を
直
孝
の
耳
に
入
れ
る
こ
と
で
、
本
件
が
正
当
に
扱
わ
れ
な
い
場

合
に
は
直
孝
の
助
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
願
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
直
孝
は

非
公
式
で
は
あ
る
が
、
諸
大
名
が
み
ず
か
ら
の
意
向
を
幕
府
内
に
伝
え
る
有
力
な
ル

ー
ト
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

③
国
書
作
成

馬
上
才
の
帰
国
時
に
は
、
国
書
を
作
成
し
て
持
ち
帰
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
柳

川
一
件
に
よ
っ
て
、
幕
府
成
立
以
来
交
わ
し
て
き
た
国
書
が
偽
造
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
判
明
し
た
以
上
、
次
に
作
成
す
る
国
書
は
朝
鮮
と
の
新
た
な
関
係
を
築
く
重

要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
っ
た
。
宗
義
成
は
、
幕
府
老
中
に
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら

国
書
作
成
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
た
。

そ
の
時
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
文
書
作
成
に
た
ず
さ
わ
る
外
交
僧
の
問
題

で
あ
っ
た
。
従
来
よ
り
そ
の
任
に
あ
っ
た
外
交
僧
規
伯
玄
方
は
、
柳
川
一
件
で
罪
に

問
わ
れ
て
流
罪
と
な
っ
た
た
め
、
義
成
は
彼
の
後
任
を
務
め
る
人
物
に
つ
い
て
、
幕

府
よ
り
指
示
さ
れ
る
よ
う
老
中
土
井
・
酒
井
へ
願
い
出
た
。
そ
の
回
答
は
、
五
山
の

長
老
よ
り
招
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
、
金
地
院
玄
良
へ
依
頼
す
る
よ
う
に
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
こ
の
指
示
ど
お
り
金
地
院
へ
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た

（
五
月
十
三
日
条
）。
馬
上
才
の
帰
国
に
間
に
合
わ
せ
る
に
は
時
間
的
猶
予
が
な
い
た

め
、
文
章
は
宗
家
側
で
玄
方
の
弟
子
が
草
案
を
作
成
し
て
土
井
・
酒
井
へ
提
示
し
た
。

そ
こ
で
、
彼
ら
や
金
地
院
が
吟
味
を
加
え
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
な
ど
両
者
の
関

係
に
か
か
る
表
記
が
問
題
と
な
り
、
義
成
は
三
度
に
わ
た
っ
て
修
正
を
加
え
て
老
中
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へ
提
示
し
た
。
両
名
の
承
認
が
得
ら
れ
る
と
、
次
に
井
伊
直
孝
・
松
平
信
綱
も
同
席

し
て
幕
閣
内
の
最
終
審
査
と
な
っ
た
。
そ
の
場
で
直
孝
が
ま
ず
確
認
し
た
の
は
、
文

書
の
表
記
で
は
両
国
の
関
係
が
対
等
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
林
羅
山
よ
り
対
等
と

い
う
回
答
を
得
る
と
、
直
孝
は
、
外
国
と
は
官
位
の
上
下
が
異
な
る
の
で
、
外
交
文

書
で
は
官
位
格
式
に
構
わ
ず
対
等
な
礼
式
と
す
る
べ
き
と
、
基
本
原
則
を
伝
え
る
。

直
孝
は
、
文
言
の
細
部
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
大
局
的
に
判
断
し
て
い
る
。

ま
た
、
直
孝
が
こ
の
書
跡
は
「
見
苦
敷
」
と
指
摘
す
る
こ
と
で
、
再
度
五
山
僧
よ
り

外
交
僧
を
選
出
す
る
こ
と
を
促
し
た
の
で
あ
っ
た
（
五
月
二
十
三
日
条
）。

七
月
二
十
三
日
に
は
、
柳
川
一
件
が
落
着
し
た
旨
を
朝
鮮
へ
伝
え
る
国
書
を
作
成

す
る
た
め
、
義
成
が
そ
の
和
文
の
案
を
作
成
し
て
老
中
へ
諮
っ
た
。
老
中
の
回
答
は

「
此
通
可
然
」
と
、
原
案
ど
お
り
で
了
承
し
た
が
、
直
孝
が
「
外
ニ
も
被
申
越
様
も

可
有
之
事
ニ
候
、
各
中
よ
り
御
差
図
被
成
候
ハ
ヽ
対
馬
守
可
為
大
幸
与
存
儀
ニ
御
座

候
」
と
発
言
す
る
。
義
成
の
案
の
他
に
も
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
老
中
よ

り
義
成
に
指
示
を
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
。
直
孝
の
役
割
は
、
老
中
の
政
務
に
対
し
て

よ
り
上
級
の
権
力
と
し
て
そ
の
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
こ
こ
で
も
、
大
名
へ
の
指
示
は
老
中
の
職
務
で
あ
っ
て
、
直
孝
の
職
掌
外
で
あ

る
と
い
う
分
別
も
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
、
和
文
が
確
定
し
、
義
成
は
帰
国
途
中
の
京
都
に
立
ち
寄
り
、
五
山
僧
の

中
か
ら
選
任
さ
れ
た
新
た
な
外
交
僧
に
国
書
草
案
を
作
成
さ
せ
、
そ
れ
を
江
戸
の
老

中
へ
届
け
た
。
そ
の
請
書
が
老
中
土
井
・
酒
井
の
連
署
で
遣
わ
さ
れ
た
。
本
書
に
は

松
平
信
綱
も
加
判
す
る
べ
き
と
こ
ろ
不
在
に
つ
き
加
判
せ
ず
と
の
追
て
書
が
あ
り
、

老
中
三
名
の
連
署
で
発
給
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
老
中
よ
り
の

請
書
と
同
時
に
、
井
伊
直
孝
か
ら
義
成
へ
、
老
中
ま
で
国
書
案
文
を
提
出
し
た
こ
と

に
対
す
る
返
書
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
（
十
月
二
十
四
日
条
）。
発
給
文
書
の
内
容
か
ら

も
、
直
孝
は
老
中
と
は
別
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
、
柳
川
一
件
後
の
宗
氏
と
幕
府
と
の
や
り
と
り
の
中
か
ら
、
井
伊
直
孝
の
行

為
を
三
つ
の
事
例
に
よ
り
見
て
き
た
。
老
中
は
行
政
的
実
務
を
担
い
、
大
名
と
直
接

や
り
と
り
す
る
の
に
対
し
、
直
孝
は
そ
れ
よ
り
上
級
の
立
場
か
ら
政
務
を
判
断
す
る

立
場
に
あ
る
。
柳
川
一
件
を
裁
決
す
る
に
あ
た
っ
て
家
光
に
は
直
孝
の
存
在
が
不
可

欠
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
将
軍
の
政
務
に
対
し
て
相
談
・
助
言
し
、
そ
の
決
断
を
補
佐

す
る
の
が
そ
の
第
一
の
役
割
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
書
の
草
案
に
つ
い
て
は
、
最
終

的
に
将
軍
の
上
覧
を
得
た
か
ど
う
か
は
本
史
料
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
老
中

が
関
わ
っ
て
作
成
し
た
案
を
実
質
的
に
最
終
判
断
し
た
の
は
井
伊
直
孝
で
あ
る
。

幕
政
に
お
け
る
決
裁
事
項
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
本
稿
で
見
た
よ
う

な
外
交
問
題
に
代
表
さ
れ
る
重
要
事
項
や
、
政
権
の
方
針
に
関
わ
る
「
大
事
」
に
つ

い
て
、
将
軍
が
決
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
補
佐
を
行
っ
た
の
が
直
孝
ら
の
役
割

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
役
割
は
、
将
軍
の
持
つ
権
限
に
直
属
し
て
お
り
、
老
中
ら

当
時
形
成
さ
れ
て
き
た
職
制
と
は
別
の
体
系
に
あ
る
。

ま
た
、
老
中
と
大
名
の
関
係
が
正
常
に
機
能
し
な
い
場
合
、
両
者
の
間
に
入
り
、

円
滑
な
関
係
を
築
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
初
期
幕
政
に
お
い
て
、
老
中
と
は
異
な
る
政
治
権
力
を
持
つ
グ
ル
ー

プ
と
し
て
、
井
伊
直
孝
・
松
平
忠
明
を
そ
の
始
ま
り
と
す
る
「
執
事
系
大
老
」
の
系

統
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
中
で
も
彼
ら
の
役
割
を
規
定
し
た
の
が
井
伊
直
孝
の

行
為
で
あ
っ
た
。
井
伊
直
孝
が
将
軍
の
決
裁
を
補
佐
し
、
一
代
で
築
き
上
げ
た
そ
の

役
割
を
次
世
代
へ
受
け
継
い
で
い
っ
た
の
が
「
執
事
系
大
老
」
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
彼
ら
の
権
威
は
何
に
依
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
一
つ
に
家
柄
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
。
直
孝
や
保
科
正
之
は
最
終
的
に
中
将
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
徳
川
譜

代
の
中
で
筆
頭
の
格
式
に
位
置
す
る
。
武
家
政
権
で
あ
る
徳
川
幕
府
に
お
い
て
、
そ

の
武
門
を
つ
か
さ
ど
る
家
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
泰
平
の
世
と
な
っ
て
も
、
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彼
ら
の
武
威
は
将
軍
の
権
威
を
支
え
る
家
臣
の
象
徴
的
存
在
で
あ
り
続
け
た
。
将
軍

家
に
関
わ
る
行
事
・
儀
礼
で
は
家
臣
最
高
位
に
位
置
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
寛
永
九

年
（
一
六
三
二
）
の
家
康
十
七
回
忌
法
会
で
は
、
忌
服
中
の
将
軍
家
光
の
名
代
と
し

て
直
孝
が
日
光
東
照
宮
に
参
詣
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
期
将
軍
と
な
る
家
綱
の
元
服

式
で
初
め
て
冠
を
着
け
さ
せ
る
加
冠
役
と
い
う
重
要
な
役
を
務
め
た
の
も
直
孝
で
あ

っ
た
。
軍
事
力
を
背
景
に
将
軍
個
人
の
持
つ
権
威
・
権
力
を
補
佐
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
将
軍
か
ら
の
信
頼
も
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
家
光
の
個
人
的
な

意
向
で
は
な
く
、
秀
忠
か
ら
の
遺
命
で
も
あ
る
。
家
柄
に
加
え
て
、
政
治
家
と
し
て

の
直
孝
の
力
量
が
両
将
軍
に
評
価
さ
れ
た
結
果
と
い
え
よ
う
。

井
伊
直
興
以
降
の
井
伊
家
よ
り
輩
出
し
た
「
大
老
職
」
は
、
井
伊
直
孝
の
役
割
を

そ
の
起
源
に
持
ち
、
元
禄
期
の
政
治
状
況
な
ど
に
よ
り
改
変
さ
れ
た
結
果
と
考
え
ら

れ
る
。
本
稿
で
は
、
直
孝
に
始
ま
る
役
割
を
「
執
事
系
大
老
」
と
称
し
「
元
老
系
大

老
」
や
「
大
老
職
」
と
の
違
い
を
考
察
し
た
。「
執
事
系
大
老
」
・
「
元
老
系
大
老
」

を
大
老
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
は
、「
元
老
系
大
老
」
や
「
大
老
職
」
の
検
討
を

経
た
上
で
考
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
の
で
、
現
時
点
で
は
保
留
し
て
お
き
た
い
。
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